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いよいよ 4 月に入り、新年度がスタートいたしました。 

企業では新入社員を迎え、入社式が行われていますが、 

就職難といわれる今日、新卒者の採用が減少し、大学では就職が

決まらない学生を就職浪人という形で学校に残るように斡旋する 

ところもあるようです。 

 

今年の入社式でのトップ訓示のキーワードは『競争』『変化』『環境』

の３つだそうです。 

国境を越えた競争の激化が進み、事業環境を巡る様々な変化や 

消費者志向の変化、そして今後の成長分野となるであろう環境へ 

の取り組みや配慮が多くの企業で述べられていました。 

同時に多くのトップが新入社員に呼び掛けたのは、『既成概念にとらわれない新たな発想を求める』声 

でした。従来の業界の常識を超え、変革者となってほしい、という期待が多く述べられていたようです。 

 

大手百貨店をはじめとする小売業では、都心部からの撤退を余儀なくされているところもあります。 

また、自動車に対して全く興味を持たない若者が増え、移動手段としては公共交通機関や自転車が 

活用されるようにもなってきています。 

 

今日、消費者の志向が時代の流れとともに大きく変化してきています。 

10 年ひと昔のごとく同じような商品を同じような方法で同じような相手に同じような価格で売っていける 

時代は終わりました。 

新たなビジネスモデルの構築と販売チャネル（注 1）の開拓、個々のスキルアップは勿論、全社一丸と 

なって会社内部の経営努力を結集し、生産性を上げていく努力が必要になってきています。 

 

海外の動向も視野に含めたグローバリゼーション（注 2）が必要な時代です。 

いかに生き残っていくか、まさに経営手腕が問われます。 

『不易と流行』 不易の部分をしっかりと確認の上、目前の経営課題を前向きに捉え、的確な改革と 

環境の変化への対応を迅速に進めましょう。 

 

髙田総合会計事務所 所長 髙田 收  

 

注 1・・・メーカーから消費者に至る販売経路 注 2・・考え方を世界的規模に広げること 



 

会計・税務の「？」にお答えします。 

 

今回のテーマ：税務調査の基礎知識 

                                 タカダくん  あきんどくん 

あきんど：タカダくん、税務調査っていつ来るものなの？ 

タカダ：概ね 3～5 年に 1 回というケースが一般的だけど、業種や申告内容によっては、 

    2 年連続で税務調査が行われるケースや、逆に 10 年以上行われないこともあるなど様々だよ。 

 

あきんど：税務署はどうやって調査対象先を選ぶの？ 

タカダ：法人の場合だと、決算書の売上高、利益等が大きく変動している会社、また福利厚生費が多す        

ぎる会社、個人借入金が大幅に変動している会社などが調査対象になりやすいね。 

 

あきんど：税務調査って、必ず応じないとダメ？ 

タカダ：必ずしも応じなければいけないわけではないんだ。ただ、病気療養中など正当な理由がなく拒 

    否した場合には罰則が適用される場合があるよ。 

    病気や海外出張などの正当な理由があれば、調査の延期をすることは可能だよ。 

 

あきんど：じゃあ、税務署から調査の依頼があった場合はどう答えればいいの？ 

タカダ：髙田総合会計事務所では、申告書に「税務代理権限証書」（委任状）を添付しているんだ。だか

ら、税理士の立会いが無ければ税務調査は実施出来ない。基本的には税務調査の依頼は当事務

所にくるよ。お客様と相談の上、日程調整等迅速な対応をするから、安心してね。 

 

あきんど：調査の対象期間は何年くらい？ 

タカダ：個人は 3 年、法人は 5 年だね。ただし、税務署が「悪質」と判断した場合は 7 年分調査される

ことがあるんだ。帳簿類の記録保存義務は 7 年だから、過年度分の帳簿類はきちんと保管して

ね。 

 

あきんど：税務調査では勝手に金庫や引出しを調べられることはある？ 

タカダ：一般の税務調査は任意調査だから、納税者の承諾が無ければ勝手に金庫や引出しを開けたり、

現金や預金通帳の検査を行うことは出来ないよ。 

 

あきんど：調査員が帳簿を持ち帰ることはできる？ 

タカダ：もし、調査員が帳簿書類等を持ち帰りたい場合は、必ず納税者の承諾を得なければならないん

だ。帳簿の持ち帰りを拒否しても構わないし、それが罰則の対象になることもないよ。 

 

これまで数多くの税務調査の経験がある髙田総合会計事務所は税務調査に強い事務所です！！ 

 税務調査に関する税務署への対応は、我々に安心してお任せください。 

 



 

           

 
2010 年度の中小企業に関係する改正項目の中に、中小企業倒産防止共済と中小企業退職金共済、小規模企業

共済の改正があります。これらをうまく活用すれば節税対策にも有効ですので、ご紹介しておきます。 

 

 

 

中小企業倒産防止共済というのは、取引先が倒産した場合に掛金総額の 10 倍までの貸付を無利子、無担保、

無保証で受けられる制度で、掛金は全額経費処理できます（貸付を受ける都度、掛金総額から貸付額の 10 分

の 1 を控除）。 

これまでは、掛金総額は 320 万円まで、貸付限度額は 3,200 万円までとされていましたが、これを掛金総額

800 万円、貸付限度額 8,000 万円にすべく、法律改正される予定です。 

それに伴い、毎月の掛金限度額もこれまでの 8 万円から 20 万円に引き上げられる予定です。 

 

 

 

中小企業退職金共済は従業員退職金のための共済で、毎月掛金を支払っておけば、従業員退職時に直接従業員

に退職金が支払われる制度で、掛金は全額経費処理できます。 

これまでは同居親族のみを雇用する事業の従業員は加入できませんでしたが、これらの従業員についても加入

対象者とし、他の従業員と同様の税制優遇が適用される予定です。 

これにより、小規模企業共済の加入対象者にはならない家族従業員でも中小企業退職金共済に加入することが

できるようになります。 

 

 

 

小規模企業共済とは、個人事業主が事業を廃止した場合や会社の役員が役員を退職した場合など、第一線を退

いた時にそれまでに積み立てた掛け金に応じた共済金を受け取ることが出来る共済制度です。なお、掛金は全

額所得控除の対象となり、所得税の節税となります。 

個人経営の場合は小規模企業共済に加入できるのは個人事業主のみですが、加入対象者を共同経営者（個人事

業主の配偶者や後継者など。経営に関わるものであれば、親族に限定されません。加入できる共同経営者は 2

人まで。個人事業主と合わせると 3 名までです。）にまで拡大し、これらの加入者にも上記の優遇措置が適用

される予定です。 

＊共済金は受け取る際の年齢や一括または分割などの受け取り方法で税法上の取り扱いが異なります。 

 一括で受け取る場合・・・退職所得扱い 

 分割で受け取る場合・・・公的年金等の雑所得扱い 

 一括・分割併用で受け取る場合・・・一括分は退職所得扱い、分割分は公的年金等の雑所得扱い 

 ６５歳以上の方が任意解約をする場合・・・退職所得扱い 

 ６５歳未満の方が任意解約をする場合・・・一時所得扱い 

 契約者が亡くなったために遺族が共済金を受け取る場合・・・（相続税法上）みなし相続財産 

 



 

    お客様ハンター風間が行く！ 

 

 

西陣織と「プッチ」、夢のコラボが実現！！ 

 

イタリアの高級ファッションブランド「エミリオ・プッチ」が、西陣織の技術と希少な超極細の絹糸「１０中（と

なか）」を使った西陣帯を開発しました。世界的に人気を集める色鮮やかなプッチプリントのデザインや色を織で

再現するために職人が試行錯誤を繰り返し、２年近くかけて３種類の帯を織り上げました。 

ファッションと伝統文化の垣根を越えた今回のビッグプロジェクトに参加された株式会社勝山商店の髙木早智子

さんにお話をお伺いしました。 

 

◆今回のプロジェクトが実現したきっかけは何ですか？ 

―エミリオ・プッチはヴィンテージ商品のコレクターが存在するほど、「世代を超えて使い続けられるものづくり」

にこだわっているブランドです。伝統文化である西陣織を受け継いでいく者として、そうした彼らの考え方に深

く共感し、「後世に残るものづくり」をぜひとも実現したい、ということで今回の製品開発に至りました。 

◆製品の制作において、苦労した点はどこですか？ 

―西陣織でエミリオ・プッチのデザインや色を表現することです。 

織の技術を使ってプッチ独特のテキスタイルパターンや斬新な色彩 

といった｢プッチらしさ｣を再現することは非常に難しく、職人の方と 

何度も改良を重ねました。 

◆今回のプロジェクトに参加された感想は？ 

―本プロジェクトの製品制作に費やしたエネルギーやコスト等を 

考えると、利益追求が目的であれば、このような製品の開発は 

出来なかったと思います。エミリオ・プッチと我々の「後世へ残せ 

るものづくり」という強い思いが製品を完成させたといえます。 

 

今回制作された帯は、エミリオ・プッチ銀座店にて販売。 

５月には京都での展示会も計画されているそうです。 

和装の新たな価値・需要の開拓につながることを期待しております！ 

 
＊写真は、３月にエミリオ・プッチ銀座店にて行われたお茶会の様子です。 

西陣織の帯とエミリオ・プッチのバッグや小物との組み合わせが実に斬新！ 

＊商品に関するお問い合わせは、株式会社 勝山商店 ＴＥＬ 075-461-1657 まで。 

 

  
5 月 1 日～10 月 31 日まで、お客様紹介キャンペーンを実施します！ 

お知り合いに開業されて間もない方や顧問税理士をお探しの方がおられましたら、 

この機会にぜひご紹介ください。ご紹介くださった方には、もれなくクオカード 1,000 円分を進呈！ 

さらに、ご紹介頂いた方が当事務所と顧問契約に至った場合は豪華プレゼントを差し上げます！ 

キャンペーンの詳細につきましては、後日お知らせさせて頂きます。 

 

☆このコーナーでは、当事務所のお客様をご

紹介いたします。「こんな新しいことを始めた

よ」「ウチの取り組みを紹介して」という方、

ぜひご連絡ください！ 

 


